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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　清掃位置を備えた回転式ローラを有する繊維処理機械において使用される装置において
、
　吸気源と、
　前記吸気源に関連付けられる主要吸引通路と、
　複数の吸引配管とを具備し、該複数の吸引配管のそれぞれは前記主要吸引通路に関連付
けられていて少なくとも一つの吸引開口を前記吸引配管の先端に有しており、
　さらに、
　前記主要吸引通路と前記複数の吸引配管との間に位置決めされた吸引制御弁を具備し、
該吸引制御弁は上流側と下流側とを有していて、前記上流側が前記吸気源と反対側に在り
、
　前記吸引開口のそれぞれは前記清掃位置の一つに位置決めされており、
　前記吸引制御弁は、保持部材と、該保持部材において摺動可能に保持されたスライダと
を含んでおり、該スライダには複数の空気貫流開口が互いに等距離で形成されており、前
記複数の吸引配管のそれぞれの基端は互いに等距離で前記保持部材に位置しており、
　前記スライダにおける前記複数の空気貫流開口の間の距離と前記保持部材における前記
複数の吸引配管の前記基端の前記開口の間の距離とが互いに異なるようにした、装置。
【請求項２】
　前記吸引制御弁が、部分吸引と完全吸引の間の切り替えを可能とすることを特徴とする
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請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　清掃位置が時間的に限定されて少量の空気量で塵を吸引して蓄えることを特徴とする請
求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　蓄えられた塵が高空気量で短時間内に吸引されることを特徴とする請求項３に記載の装
置。
【請求項５】
　吸引配管は少なくとも部分的にグループに纏められていることを特徴とする請求項１乃
至４のいずれかに記載の装置。
【請求項６】
　前記装置は主シリンダを含んでおり、該清掃位置は、前記主シリンダに隣接して配置さ
れていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　前記装置はテーカインローラを含んでおり、該清掃位置は、前記テーカインローラの少
なくとも一つの周りに配置されていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載
の装置。
【請求項８】
　前記装置はドッファを含んでおり、該清掃位置は、前記ドッファの周りに配置されてい
ることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の装置。
【請求項９】
　前記装置は下部カード室を含んでおり、該清掃位置は、前記下部カード室の中に配置さ
れていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　前記吸引制御弁は、電子制御調整装置に接続されていることを特徴とする請求項１に記
載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、繊維材料、例えば木綿、化学繊維等、のためのカード、清掃機械等において、
回転する鋸歯又はピン付きのロールを少なくとも備え、ロールの清掃位置に隣接して負圧
を付与することが出来、そして中央の吸引装置を介して発生された負圧が集合配管と個別
配管とを介して清掃位置に付与され、そして吸引配管の少なくとも一つが主シリンダに隣
接して恒常的に吸引される装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
公知の装置（ＥＰ ０ ７５０ ０５９）において、テーカインローラの領域の屑は定常的
には除去されず、テーカインローラの下部に配置された集合箱内に落ち、そしてここから
定期的に除去される。この様にして、テーカインローラの領域で恒常的な吸引をする必要
はない。集合箱を間欠的に空にすることにより、テーカインローラの領域における吸引作
用は、極めて短い時間にのみ限定されていて、良好な繊維の消費に特記すべき影響を最早
与えない。これに対して、カードの中にある吸引位置では、連続的な吸引がなければなら
ない。中央部の吸引システムにより発生される低圧が集合配管を介して清掃位置に連通さ
れるカードでは、集合箱内に集められた屑は、集合箱に集合配管により連結された輸送配
管と集合配管を通して一時的な弁の駆動により排出され、これによって弁は集合箱が空に
される間に清掃位置において減圧を保持する。その際、主シリンダの全ての清掃位置にお
ける圧力は、等しい値だけ且つ短時間のみ低減される。これに対し、清掃位置は時間的に
は結局殆ど全部的に吸引される。これにより、ゴミ処理に費やされる全空気量が多くなる
という欠点がある。この問題は、生産と品質に対する要求が増大して清掃位置の数が増え
ると一層大きくなる。ゴミの処理に必要とされる空気量は、それによって増大し、高いエ
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ネルギー消費量そしてそれに伴い高い運転コストを招来する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このため、本発明は、前述の欠点を防止し、特に簡単なやり方で塵の処理に必要な全空気
量を、特に清掃位置の数が増えても削減する、当初述べた種類の装置を提供するという課
題に基づいている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
この課題の解決は、請求項１の特徴的構成によって実現される。
【０００５】
本発明の処置により、塵処理のために必要な全空気量を削減することができる。少なくと
も主シリンダの清掃位置の一部が恒常的に完全吸引されなくても十分であることが明らか
になった。少なくとも一定の清掃位置において、望ましくない埃を吸引する一つの弱い吸
引流れが全体として用いられれば（部分吸引）十分である。加えて、部分空気流れは、短
時間の完全吸引だけで取り除かれた塵の回収をこの清掃位置において可能とし、これらは
持続する空気消費量の削減を全体としてもたらす。清掃位置の数が増大すればするほど、
部分吸引が強く作用し、これによって空気及びエネルギー消費量が更に削減される。
【０００６】
合目的的に、切替装置は、部分吸引と完全吸引との間で切り替えることが可能である。好
ましくは、清掃位置は少量の空気量を用いて時間的に限定されて埃を吸引し蓄えることが
可能である。溜まった塵は、短時間に高空気量で吸引されるので有利である。吸い込み配
管は少なくとも部分的にグループに纏められるのが好ましい。合目的的に切替装置は弁を
有する。好ましくは、弁はスライダ装置として構成される。
【０００７】
【発明の実施の形態】
この発明は以下に、図示の実施例に基づいて詳細に説明される。
【０００８】
図１は、フィードローラ１、供給台２、テーカインローラ３ａ、３ｂ、３ｃ、シリンダ４
、ドッファ５、ドッフィングローラ６、スクイーズ７、８、フリースガイド９、ウェブト
ランペット１０、デリベリローラ１１、１２、フラットバー１４を備えた回転フラット１
３、容器１５、及び容器格納部１５ａを備えたカード、例えばツリュツラー型高性能カー
ド ＤＫ ９０３を示している。ローラの回転方向は曲げられた矢印で示されている。作動
方向は符号Ａにより、中央部の吸引通路は符号４４により、そして下部カード室は符号５
４により示されている。
【０００９】
カードには、図２によれば、埃、繊維屑などのための多数の清掃位置１６乃至３２、例え
ば吸引フード５２（図４参照）があり、それらが吸い込まれる。吸引位置１６乃至１９に
は共通の吸引箱３３が、吸引位置２０乃至２４には共通の吸引箱３４が、吸引位置２３乃
至２６には共通の吸引箱３５が、吸引位置２７乃至２９には共通の吸引箱３６が、そして
吸引位置３０及び３１には共通の吸引箱３７が配置されている。吸引箱３３は吸引配管３
８を介し、吸引箱３４は吸引配管３９を介し、吸引箱３５は吸引配管４０を介し、吸引箱
３６は吸引配管４１を介し、吸引箱３７は吸引配管４２を介し、そして吸引位置３２は吸
引配管４３を介して集合装置４５の入口に接続されている。集合装置４５、例えば集合箱
など、の出口には、（図示しない）吸気源に連絡している中央吸引通路４４が接続されて
いる。集合配管４５内には切替装置４６が配置されていて、これは吸引位置１６乃至３２
、吸引箱３３乃至３７及び吸引配管３８乃至４３における部分吸引と全部吸引の間の切り
替えをすることが出来る。
【００１０】
部分吸引と全部吸引の間で切り替えを行うために、切替装置４６は調節可能な弁を備えた
弁装置を含んでいる。弁は、図３によれば調節可能な絞りスライダ４７であることができ
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る。スライダ部材（スライダ板）４７は、矢印Ｂ、Ｃの方向に水平に往復摺動可能である
。スライダ部材４７には、４個の円形の空気貫流開口４７ａ乃至４７ｄがある。例えば、
楕円形や多角形の他の形状も使用できる。空気貫流開口４７ａ乃至４７ｄは、パンチング
加工、ニブリング、レーザ加工などで形成できる。一方において開口３８ａ乃至４１ａ（
吸引配管３８乃至４１の端部領域）相互間の間隔ａ及び他方において空気貫流開口４７ａ
乃至４７ｄの間隔ｂは、それぞれ同じである。スライダ４７は、図３によれば、開口３８
ａ乃至４１ａ及び空気貫流開口４７ａ及び４７ｄが部分的に重なり合い、排ガス室４５か
ら排出通路４４への空気流Ｅの貫流が可能となる位置にある。一方において空気貫流開口
の間隔により他方において開口３８ａ乃至４１ａに関し、その都度開口３８ａ乃至４１ａ
の異なった面が解放される。摺動可能の部材４７の空気貫流開口４７ａ乃至４７ｄは、製
造技術的にも組立的にも簡単である。開口３８ａ乃至４１ａの解放面の異なる大きさは、
吸引配管３８乃至４３内での空気流Ｄが異なる大きさの排ガス流となるという利点を持っ
ている。共通の保持部材が符号４８で示されており、開口３８ａ乃至４３ａを備えた吸引
配管３８乃至４３の端部がその中に固定されている。矢印Ｂ及びＣの方向のスライダ部材
４７の摺動は、例えばステップモータを備えた（図示しない）駆動装置により行われる。
駆動装置は、切替装置を制御乃至調節することが可能な（図示しない）電子制御調整装置
に接続している。
【００１１】
図４によれば、シリンダ４のカバーの中に、シリンダガーネット４ａが開口５０に対向し
て配置されており、そこを通って埃、繊維屑５１等が吸引フード５２の中に入り込む。吸
引フード５２は、弱い空気流で部分的に吸い込まれており、その結果重い繊維屑５１はそ
の内面の下部領域に溜まり、一方埃は安定的に吸引排出される。その時々で、例えば、予
め定められた時間間隔の後に、吸引フード５２は短時間で強く、即ち完全吸引され、その
結果繊維屑５１が吸引排出され、分離される。分離ナイフが符号５３によって示されてい
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は中央部の吸引排出通路を備えたカードの側面図である。
【図２】図２は本発明による装置を備えた図１のカードの側面図である。
【図３】図３は部分的に解放される空気貫流開口を備えたスライダ部材を示す図である。
【図４】図４は排ガスフードを示す図である。
【符号の説明】
３…テーカインローラ
４…シリンダ
５…ドッファ
１６～３２…清掃位置
３３～３７…吸引箱
３８～４３…吸引導管
４４…中央の吸引通路
４５…集合箱
４６…切替装置
４７…スライダ
５２…吸引フード
５４…下部カード室
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